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地域運営組織（RMO）について
※RMO：Region Management Organization

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主
体が参加し、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織

●活動内容は、高齢者交流サービス、声かけ・見守りサービス、体験交流事業など多様
●全国に8,193組織（令和６年度総務省調査）
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地域運営組織（RMO）の活動実態

令和６年度は地域運営組織が全国で8,193団体が確認され、令和５年度（7,710団体）から483団体増加（6.3％増）し、平
成28年度に比べて約2.7倍に増加。また、地域運営組織が形成されている市区町村は893市区町村であり、令和５年度（874市区町
村）から19市区町村増加（2.2%増）

団 体 数

組織形態 法人格を持たない任意団体が90.9％、NPO法人が3.4％、認可地縁団体が2.0％

構成団体 自治会・町内会が構成員となっている地域運営組織は78.5%と最も多く、「地域の福祉活動に関わる団体、民生委員・児童委員」
（57.8％）、「地域の防犯・防災・交通安全に関わる団体（消防団など）」（47.9％）が続く。

活動拠点 活動拠点を有する団体が97.1％、このうち64.2％が公共施設を使用

活動内容 祭り・運動会・音楽会などの運営（70.6％）が最も多く、交流事業（69.6％）、健康づくり・介護予防（62.5％）、防災活動
（61.9％）などが続く。

収 入 収入源（第１位から第５位までを複数回答）
のうち、「市区町村からの助成金・交付金等」が
85.2％と最も多い。また、生活支援などの自主事
業の実施等による収入（会費、補助金、寄附金
等以外の収入）の確保に取り組む地域運営組
織の割合は45.9％

課 題 活動の担い手となる人材の不足（79.2％）が
最 も 多 く 、 団 体 の 役 員 ・ ス タ ッ フ の 高 齢 化
（62.1％）、次のリーダーとなる人材の不足
（61.8％）が続くなど、人材に関するものが多い。

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

地域運営組織数 3,071 4,177 4,787 5,236 5,783 6,064 7,207 7,710 8,193

市区町村数 609 675 711 742 802 814 853 874 893
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※令和６年度 総務省調査（市区町村：1,741団体、地域運営組織：8,193団体が回答）

（複数回答）

（複数回答）

（複数回答）
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（複数回答）

地区公民館や図書館
等の社会教育施設を
拠点にしている
団体が多い



地域運営組織（RMO）の活動範囲

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●学校が置かれている区域との対応関係は、「小学校区とおおむね一致する」が43.1%と最も多く、次いで「旧小学校区とおおむね一致する」が
16.6%などとなっている。
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全体 [n=8,193]



地域運営組織（RMO）の主な活動

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●祭り・運動会・音楽会などの運営
（70.6％）が最も多く、交流事業
（69.6％）、健康づくり・介護予防
（62.5％）、防災活動（61.9％）
などが続く。

5

70.6 
69.6 

62.5 
61.9 

60.6 
59.4 

57.6 
56.2 

49.1 
47.5 
47.3 

43.3 
38.4 

35.3 
31.6 

24.9 
22.6 
22.0 
21.9 
20.8 

18.8 
18.6 

13.6 
12.5 

10.5 
10.4 
10.4 
9.7 
9.4 
9.2 
8.9 
8.4 
7.2 
6.6 
6.3 
6.2 
5.7 
5.7 
5.4 
5.2 
4.2 

2.0 
1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祭り･運動会･音楽会などのイベント
交流事業

健康づくり･介護予防
防災活動（防災訓練・研修、安否確認、備蓄など

地域の美化・清掃・草刈り
広報誌の作成･発行（Web媒体による情報発信等を含む）

文化･スポーツ
高齢者交流サービス（食事会、喫茶、敬老行事など）

防犯活動（防犯パトロール、防犯教室、防犯灯、防犯カメラなど）
交通安全（登下校の見守り、交通安全教室、自動車の速度抑制など）

生涯学習
声かけ､見守りサービス

青少年の健全育成
地域の諸団体（自治会・集落を含む）の事務や活動の補助

地域の緑化､花壇づくり､ビオトープ､生態系の保全
郷土文化･文化財の継承

集会施設の維持管理
公的施設の維持管理（指定管理など）

地域の調査･研究･学習
相談の場の確保

子育て中の保護者が集まる場の提供
子どもの学習支援､放課後児童クラブ

多文化共生
農村景観の保全､空き家や里山などの維持･管理

家事支援（清掃や庭木の剪定など）
弁当配達･給配食サービス

コミュニティバス･デマンドタクシーの運行､その他外出支援サービス
買い物支援（配達、地域商店の運営（食品、ガソリンなど）、移動販売など）

子ども食堂の運営､フードドライブ
農業用水路等の草刈りや泥上げ､農道等の補修

特産品の加工･販売（直売所の設置・運営など）
農地の利活用（交流、体験など）

送迎サービス（学校、病院、その他高齢者福祉施設など）
有害鳥獣対策（鳥獣被害防止用の緩衝帯の設置、駆除など）

その他
観光（観光施設の運営、観光体験など）

除雪（道路、通学路など）
移住支援

市町村役場の窓口代行
高齢世帯等の雪かき･雪下ろし
農業（農作業の受託を含む）

保育サービス･一時預かり
農業と福祉を組み合わせた活動

全体[n=8,193]



構成団体・協力団体として参加している組織

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●地域運営組織に構成団体として参加し
て い る 組 織 は 、 「 自 治 会 ・ 町 内 会 」 が
78.5%と最も多く、次いで「地域の福祉活
動に関わる団体、民生委員・児童委員」が
57.8%、「地域の防犯・防災・交通安全に
関わる団体（消防団など）」が47.9%など
となっている。

●地域運営組織の構成団体ではないが活
動に協力している団体は、「行政関係機関
（市役所、公共施設、保健所等）」が
48.5%と最も多く、次いで「小学校・中学
校・高等学校」 が29.5%、 「社会福祉協
議会、福祉サービス事業所」 が28.5%など
となっている。
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自治会･町内会
子ども会

PTA
青年団

女性団体（女性会、婦人会等）
高齢者団体（老人クラブ、老人会等）
地域の子ども･青少年育成に関わる団体

地域の生涯学習･文化･スポーツに関わる団体
地域の福祉活動に関わる団体､民生委員･児童委員

地域の防犯･防災･交通安全に関わる団体（消防団など）
地域の緑化･美化に関わる団体

NPO
ボランティア団体

事業所（商店・商店街、工場、事業所等）
経済団体（商工会・商工会議所、農協、地場産業組合）

観光協会､観光地域づくり法人（DMO）
農家､集落営農組織､農業法人

農林地保全組織
交通事業者（鉄道・バス・タクシー・船舶等）

郵便局
保育所･幼稚園･認定こども園

小学校･中学校･高等学校
専門学校､大学

社会福祉協議会､福祉サービス事業所
医療機関､薬局

行政関係機関（市役所、公共施設、保健所等）
警察

マンション管理組合
労働者協同組合

個人
その他

構成団体の考えになじまない
不明

構成団体として参加している組織 [n=8,193]

構成団体ではないが､活動に協力している組織 [n=8,193]



地域運営組織（RMO）の設立・運営に関する地方財政措置（概要）

自主事業の実施による収入の確保等地域運営組織の経営力強化に要する経費
（措置対象：研修、調査、設備導入、販路開拓に要する経費 等） …特別交付税

※措置率1/2・財政力補正

２．地域運営組織の経営力強化支援【都道府県及び市町村】

地域運営組織の運営支援や住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費
（１） 地域運営組織の運営支援

① 運営支援（措置対象：事務局人件費、事務所賃貸料、光熱水費、備品消耗品費、旅費、事務局職員のスキルアップや
組織・事業の見直し（柔軟な最適化）に関する研修費 等）…普通交付税

② 形成支援（措置対象：ワークショップ開催に要する経費、ファシリテーターの旅費及び謝金、事務所開設のための施設改修費 等）
…特別交付税

※措置率1/2・財政力補正
※事務所開設のための施設改修費については、１組織１回限りの措置
※令和７年度からは、（１）②において、ワークショップ開催のための臨時職員経費について、特別交付税措置の上限額を引き上げ（最大200万円→220万円）

（２） 住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援
（措置対象：高齢者交流、声かけ・見守り、買物支援、弁当配達、登下校時の見守り、交流事業（子育て、親子、多世代）、
子ども食堂、学習支援、相談の場に要する経費 等） …普通交付税

※(1)①及び(2)において、普通交付税算定額を上回る経費について、特別交付税による措置を講ずる。措置率1/2・財政力補正

１．住民共助による見守り ・交流の場や居場所づくり等への支援【市町村】
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【概要】

立地自治体

設立年度

法人格の有無

人口規模

活動エリア

構
成
団
体

詳
細

ホームページなど

香川県高松市

令和元年度

有（NPO法人）

約7,000人

小学校区と概ね一致する

役員とは別の事務局体制を確保

https://www.kawahigashi.net/

構成団体 ・自治会・町内会→連合自治会がメイン
・子ども・青少年育成に関わる団体
・生涯学習・文化・スポーツに関わる団体
・福祉活動団体、民生委員・児童委員
・防犯・防災・交通安全に関わる団体
・女性団体 ・老人クラブ ・NPO
・ボランティア団体 ・経済団体
・保育所・幼稚園・認定こども園
・小学校・中学校 合計44団体

協力団体 ・事業所
・社会福祉協議会・福祉サービス事業所
・行政関係機関

体制

役員

役員以外

非常勤・無償１名

常勤・有償２名

【具体的な活動内容】

【生涯学習・健康づくり】

■ 生涯学習（子ども～老人）の実施

• 活動拠点としている公民館の生涯学習事業を継続的に行っ
たり、文化活動や体育活動の実施団体等と連携し文化祭を
開催している。

【子ども支援・子育て支援】

■ 子ども食堂

• 主に経済的な困窮家庭に対して、学習支援とともに食事の
提供を行っている。

【安全・安心、地域環境整備】

■ 災害時の避難行動要支援者のサポート

• 高松市から提供される「避難行動要支援者名簿」をもとに、地
域全体の要支援者名簿を作成するとともに、要支援者を中心
に安否確認訓練や、避難訓練等を行っている。

■ 防犯パトロール・環境整備

• 青色防犯パトロールのほか、小学校の朝のあいさつ運動や中
学生の下校時の見守り等の活動を行っている。また、定期的に
道路や河川敷等のゴミ拾い等を実施している。
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事例①：川東（かわひがし）校区コミュニティ協議会

「地域運営組織の持続的な運営に向けた取組事例集（令和６年３月 総務省地域力創造グループ地域振興室）」より抜粋、追記



【概要】

立地自治体

設立年度

法人格の有無

人口規模

活動エリア

構
成

詳
細

兵庫県明石市

平成27年度

無

約12,600人

小学校区と一致する

役員とは別の事務局体制を確保

構成団体 応援隊：102名

自治会

地域活動団体、 教育・福祉等

協力団体 教育・福祉等

体制

役員

役員以外

12名（うち常勤・有償２名、非常勤・無償10名）

７名（常勤・有償７名）

【具体的な活動内容】
【ふれあい・交流】

• まちの将来像「世代間交流があたりまえのまち」の実現に向け
て、うおずみ祭りや左義長、敬老会イベント、くすのん文庫、み
んなde菜園などのふれあい・交流活動を実施している。

【ふるさと・未来】

• 学校と地域が協働して「子どもを育む」コミュニテイスクール事
業を本格化し、将来の地域を支える人材育成を目指している。

• 具体的には、まちづくり協議会が中心となり、総合学習の時間
を活用した授業への参加や出前授業等の実施、子どもが企画
する地域イベントへの参加なども行っている。

【みまもり・安全】

• 「子どもが安心して学び、遊ぶことができるまち」や「高齢者も
障がい者も安心して住み続けられるまち」、「地域の防災、要
援護者対策など、地域と人が安全安心を共有しているまち」
の実現に向けた取組を実施している。

• 防災訓練・防災懇談会など（校区自主防災対策本部）

• スクールガード、青パト乗車（通学路安全対策会議）

ホームページなど https://uozumimachikyo.com/

出典：魚住まちづくり協議会 資料
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事例②：魚住まちづくり協議会

「地域運営組織の持続的な運営に向けた取組事例集（令和６年３月 総務省地域力創造グループ地域振興室）」より抜粋、追記



10

「地域運営組織」と「社会教育」との連携可能性

「 協 議
機 能 」

「 実 行
機 能 」

「平成 28 年度 地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業 研修用テキスト（平成 29 年 3 月
総務省地域力創造グループ地域振興室）」より抜粋、追記



11
令和7年5月23日（金）中央教育審議会生涯学習分科会社会教育の在り方に関する特別部会（第7回）
【資料4-1】事務局説明資料（第7回）より抜粋、総務省において追記

「地域運営組織」と「社会教育」との連携可能性

地 域 運 営 組
織 に お け る
「 協 議 機 能 」
に 近 い ？

地 域 運 営 組
織 に お け る
「 実 行 機 能 」
に 近 い ？



• 地域運営組織の活動と、地域学校協働活動とは、目的や内容に類似性があり、
現場における関係者も共通しているケースも多いと推察される

• 地域によっては、地域運営組織と学校運営協議会等とがうまく連携して効果を上
げているところもあると思われるが、所管部局が異なる等の理由によりうまく連
携が図られていない（バラバラに取組が行われている）地域もあるかもしれず、
もしそうであれば、今後地域の担い手不足がますます深刻化することが予想され
る中、対応が求められる

• 例えば、既に地域運営組織が存在する地域であれば、その教育部会等に地域学校
協働活動の機能を担っていただく（一体化）、あるいは、地域学校協働活動推進
員（or社会教育士）等が地域運営組織の事務局スタッフや役員を兼ねる等の工夫
により両者の情報共有・連携を図ることは、相互利益があるのではないか

• 現場関係者の連携を進めるためにも、まずは自治体内の「教育部署（教育委員会
等）」と「地域づくり部署（首長部局）」との連携が必要。そのことは、社会教
育の重要性を、首長部局を含めた自治体全体、ひいては地域全体で認識・共有す
ることにも資するのではないか
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「地域運営組織」と「社会教育」との連携可能性



＜子ども農山漁村交流プロジェクト＞
●農山漁村での宿泊体験や自然体験（２泊３日～１週

間程度）を通じて、学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規
範意識などを育み、力強い子どもの成長を支えるとともに、
受け入れ地域の活性化や交流による地域間の相互理解の
深化に寄与

●内閣官房、内閣府、文部科学省、農林水産省、環境省と
も連携・協力しながら推進

小学校
中学校
高等学校

社会教育活動学校教育活動 ◆コーディネート機能の活用
◆地域課題解決に向けた研究と実践

◆オンライン交流を実施することで、対面
での交流効果向上を実現

農山漁村、
離島・半島

等

外から来た子どもたちが、受け入れ地域の生徒や大人たちと「かかわり」を持つことで、
受け入れ地域の人々の「ふるさと意識」を育んだり、地域の魅力（自然、歴史、文化、人
間等）の「学び」や「再認識」の契機に

子ども農山漁村交流プロジェクト・
地域留学（島留学・山村留学等）

＜地域留学（島留学・山村留学等）＞
●都市部の小中高生が比較的長期にわたって離島や半

島、山間部の学校等に通い、「総合的な探究の時間」
等における地域との連携・協働にも励むことで、「生きる
力」の育成や関係人口の創出等に寄与

●コーディネーターの設置に関する経費等を「二地域居住・
関係人口に係る特別交付税」の対象とすることで、地域
留学に取り組む自治体を支援

（効果）郷土教育による「シビック・プライド」の醸成、
持続的な地域コミュニティの基盤形成

総務省の「人の流れ」施策と「社会教育」との関係

「都会の子どもたち
に自分のまちの良さ
を説明できるように
なりたい！」

「こんなに来てくれ
て喜んでくれている
ということは、私た
ちの地域にもっと自
信を持っていいのか

も？」

13
社会教育において、「農山漁村交流」や「地域留学」を社会教育主事や社会教育士、

社会教育関係団体の方々に積極的に御活用いただけると嬉しいです
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